
疎
七
十
石
を
受
け
、
後
能
質
所
口
に
従
う
て
町
暴
行

に
任
じ
、
属
政
を
加
へ
て
累
計
千
六
百
四
十
二
石
軍

斗
と
な
っ
た
。
慶
長
十
八
年
退
老
し
、
線
二
百
石
を

致
仕
料
と
し
、
百
石
を
子
彦
右
衛
門
に
趨
り
、
儀
は

義
子
情
宮
古
口
政
に
援
が
し
め
た
。
次
い
で
大
坂
の
役

に
七
尾
城
に
留
守
し
、
元
和
四
年
十
一
周
そ
の
地
で

間
伐
し
た
。

ミ
ヰ
三
井
鳳
至
郡
に
今
三
井
の
邑
名
を
存
せ

ぬ
が
、
惣
持
寺
文
智
天
文
七
年
四
周
吉
.
日
元
提
の
寄

進
朕
に
『
能
笠
岡
脇
信
渦
京
都
大
屋
庄
三
弁
上
村
之
内

弟
谷
分
』
、
興
徳
寺
文
書
永

E
十
二
年
コ
一
周
十
六
日

義
元
の
谷
滋
伐
に
『
奥
徳
寺
領
之
容
三
井
中
村
分
内

古
坊
正
力
谷
』
な
ど
h
あ
り
、
従
う
て
三
井
下
村
も

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
三
井
中
村
は
後
悦
興
徳

寺
村
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

εヰ
Z

キ
三
井
騒
能
貸
の
古
瞬
。
美
矯
と
訓

ず
る
。
大
同
コ
一
年
紀
に
鳳
至
郡
コ
一
弁
騨
を
践
し
た
と

い
ふ
も
の
で
、
今
の
本
江
で
あ
ら
う
。

ミ
ヰ
ゴ
ウ
三
井
郷
鳳
至
郡
に
臨
し
、
務
政
時

代
で
は
、
洲
衡
・
市

J

坂
・
内
屋
・
細
屋
・
新
保
・
小
泉
・

漆
原
・
長
・
禄
・
興
徳
寺
・
打
越
・
渡
A
n
・
本
江
・
中
・
仁
行
・

奥
呂
見
の
十
五
ヶ
村
を
含
ん
で
跨
た
。
能
管
誌
に
、
一
一
一

弁
の
名
は
、
此
の
郷
内
に
朝
日
の
池
・
夕
日
の
拙
・
鏡

の
拙
が
あ
る
か
ら
起
る
と
読
〈
も
の
は
、
附
曾
に
過

ぎ
ぬ
。

ξ
ヰ
ホ
=
一
井
保
承
久
三
年
注
滋
の
能
登
凶
悶

鍛
目
録
に
は
鹿
島
郡
の
中
に
『
三
井
保
、
拾
六
町
八

段
八
』
を
列
し
て
あ
る
。
三
井
は
古
へ
か
ら
臨
京
都

で
あ
っ
た
が
、
承
久
の
胎
は
鹿
島
郡
で
あ
っ
た
と
見

え
る
。

ミ
ン
ザ
ン
ガ
マ
民
山
擦
武
田
信
興
が
金
棒
郊

外
春
日
山
に
起
し
た
陶
窯
で
、
民
山
と
は
信
興
の
践

で
あ
る
。
工
人
に
は
山
上
屋
松
次
郎
・
任
田
屋
徳
右

ミ
ヰ
l

ム
カ

衛
門
・
そ
の
子
徳
次
等
が
あ
り
、
錦
窯
は
信
輿
の
邸

内
に
在
っ
た
。
天
保
を
最
盛
と
し
弘
化
に
及
ぶ
。
民

山
焼
の
優
等
な
る
も
の
は
往
々
古
九
谷
と
線
路
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
信
奥
の
養
子
秀
遣
の
時
に
は
手

箆
の
築
焼
を
焼
い
た
が
、
後
眼
疾
に
躍
っ
て
之
を
雌
脱

し
た
。旬

、
、
ン
セ
イ
リ
ヨ
ウ
民
政
寮
加
賀
掠
怖
に
於
い
て
、

明
治
二
年
三
用
サ
六
日
之
を
鐙
き
、
萄
御
鴻
腕
を
郡

治
局
と
改
め
、
町
曾
腕
を
市
政
局
と
改
め
て
回
せ
し

め
た
。
そ
の
郡
治
局
に
は
能
美
郡
宰
・
石
川
河
北
郡

宰
・
羽
咋
鹿
島
郡
宰
・
鳳
宝
珠
洲
郡
宰
・
磁
波
郡
宰
・
射

水
郡
宰
・
下
新
川
郡
健
一
・
が
あ
り
、
市
政
局
に
は
金
制
伸

市
宰
が
あ
っ
た
。

εン
ト
ク
ジ
現
徳
寺
金
持
縞
宮
町
に
在
っ
て
、

東
渡
良
宗
に
鴎
ず
る
。

『
ミ
ン
ト
タ
ジ
マ
へ
沼
徳
寺
前
金
禅
の
盤
町
名
。

三
社
環
徳
寺
前
と
も
い
う
た
。
提
出
訳
濁
徳
寺
の
前
湿

り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
年
四
局
戸
籍
編

成
以
後
改
め
て
稿
宮
町
と
し
た
。

εン
ネ
ン
ジ
懸
念
寺
能
美
郡
安
宅
に
在
っ
て
、

提
宗
束
波
に
臆
す
る
。

ム

ム
イ
ン

F
ウ
ヒ
無
隠
遁
費
四
洞
宗
の
街
。
時

名
最
も
箸
れ
、
金
龍
沙
門
叉
は
雑
華
堂
と
践
し
た
。

無
得
良
悟
嗣
法
の
弟
子
で
、
元
旅
十
六
年
江
沼
郡
大

型
寺
町
の
質
性
院
九
代
に
住
し
、
正
徳
二
年
長
門
の

大
寧
寺
に
鞄
じ
、
事
保
十
四
年
四
周
朔
日
九
十
三
践

を
以
て
寂
し
た
。
心
感
典
論
・
無
孔
箇
・
無
隠
語
録
・

雑
議
集
・
金
飽
尺
股
等
の
箸
が
あ
る
。

ム
Z
キ
シ
ユ
・
ワ
無
射
集
一
加
。
千
代
尼
の
三

十
一
一
一
回
忌
に
笛
り
温
替
の
護
句
を
集
め
た
も
の
で
、

周
山
の
縮
ら
し
い
。
無
射
は
千
代
が
九
周
に
夜
し
た

腕
か
ら
採
る
。
文
化
丁
卯
秩
九
用
威
如
駕
ハ
三
宅
橘

悶
〉
序
、
金
城
狂
夫
健
悦
ハ
控
屋
九
郎
兵
衛
〉
の
股
が

あ
る
。
京
勝
目
醤
助
按
。

ム
ガ
イ
チ
ョ
ウ
無
涯
智
洪
留
洞
宗
の
情
。
加

賀
の
人
。
大
東
寺
に
往
き
、
毎
山
紹
鴎
に
諭
し
て
玄

旨
を
領
し
、
曾
中
皆
洪
長
老
と
制
僻
し
た
。
元
亨
三
年

初
伊
住
寺
に
住
し
、
能
脅
の
永
光
寺
に
移
り
、
晩
年
復

滞
住
寺
に
濁
っ
て
、

E
卒
六
年
五
周
九
日
示
寂
。
後

塔
を
永
光
寺
に
建
て
L
新
盤
施
と
名
づ
け
た
。

ム
カ
ウ
タ
マ
ノ
ベ
ン
テ
ン
向
島
の
鱗
天
羽
咋

郡
安
部
屋
の
測
を
阻
ん
だ
出
島
を
向
島
と
い
ひ
、
そ

こ
に
排
天
祉
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

ム
カ
ウ
セ
向
瀬

U
3

羽
咋
郡
白
知
院
内
菅

原
庄
に
題
す
る
部
落
。

ム
カ
ウ
ナ
カ
向
中
石
川
郡
中
ハ
部
務
名
)
に
臨

す
る
字
で
、
隠
川
の
右
岸
に
分
か
れ
て
ゐ
る
部
務
で

あ
っ
た
が
、
明
治
中
に
至
。
濁
・
宣
し
た
。

ム
カ
ウ
マ
ス
イ
ヅ
ミ
向
場
泉
石
川
郡
増
泉
に

因
す
る
小
字
で
、
陪
川
の
右
岸
に
分
か
れ
て
ゐ
る
部

務
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
に
歪
り
濁
-
ー
し
た
。

ム
ガ
タ
グ
ゼ
ン
無
事
愚
穂
石
川
郡
留
洞
宗
大

采
寺
四
十
三
代
の
住
持
。
武
州
の
入
、
内
野
氏
。
享

保
十
八
年
に
生
ま
れ
、
奥
長
の
鹿
実
愚
和
簡
に
よ
っ

て
出
家
し
、
延
事
三
年
廿
ご
畿
に
て
光
都
道
路
別
に
紡

遣
し
、
.
後
高
釣
に
参
し
、
長
州
の
功
山
寺
に
於
い
て

針
芥
相
授
じ
た
ι
貸
瞬
間
十
ご
年
各
興
長
寺
に
晋
山
、

明
和
二
年
永
平
寺
に
住
し
、
資
政
元
年
四
周
一
日
大

束
寺
に
入
り
閲
堂
、
四
年
碧
躍
穣
並
び
に
内
密
院
を

遁
壁
、
十
年
大
莱
寺
を
諸
圭
袷
天
に
態
。
、
十
二
年

袷
突
綬
を
解
き
た
る
を
以
て
、
翌
亭
和
元
年
愚
郵
は

再
住
し
、
三
年
陪
川
の
泊
舶
賂
に
返
休
L
、
文
政
十

ご
年
三
日
二
日
九
十
七
歳
を
以
て
武
州
の
隠
堂
に
寂

し
た
。ム

カ
シ
ゼ
Z

普
銭
馬
淵
高
定
の
武
家
混
目
集

に
、
昔
銭
は
先
年
よ
り
活
用
し
て
来
た
が
、
承
隊
三

年
か
ら
江
戸
と
同
じ
〈
寛
永
新
銭
を
趨
ふ
ぺ
き
凶
日
仰

渡
さ
れ
た
と
あ
る
。
普
銭
と
い
ふ
の
は
銀
銭
の
こ
と

で
あ
る
。

ム
カ
ヒ
向
珠
洲
郡
若
山
庄
に
邸
す
る
部
第
。

能
菅
名
跡
志
に
、
『
向
村
に
了
惑
と
て
百
姓
は
、
綿
宗

な
れ
ど
も
古
備
・
一
向
宗
の
費
物
あ
ま
た
持
停
へ
り
o

E
用
・
七
用
十
五
日
に
は
雨
皮
参
詣
多
し
。
此
村
に

桃
木
原
あ
り
。
花
の
頃
は
見
物
な
り
。
』
と
あ
る
。

ム
カ
ヒ
ア
ハ
ガ
ザ
キ
向
栗
ヶ
崎
河
北
郡
被
用

座
に
臨
す
る
部
務
。
無
高
所
で
、
高
辻
帳
に
は
記
載

せ
ら
れ
ぬ
が
、

E
保
の
給
闘
に
は
単
に
柴
崎
村
と
あ

り
、
現
に
石
川
郡
栗
ヶ
崎
の
里
民
は
之
を
向
と
の
み

言
う
て
ゐ
る
e
明
治
中
に
去
っ
て
向
柴
よ
附
に
隣
品

本
根
布
を
併
合
し
た
。

ム
カ
ヒ
ガ
ハ
向
側
腿
胤
阿
部
笠
師
の
内
の
小
手
。

ム
力
ヒ
カ
ハ
ラ
向
川
原
能
美
郡
絞
禄
郷
に
鴎

ず
る
部
務
。
後
に
朝
日
が
手
取
川
の
汎
濫
に
よ
っ
て

北
方
に
移
り
、
肉
川
原
と
合
し
て
、
明
治
九
年
そ
の

邑
名
を
朝
日
と
構
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ム
カ
ヒ
ジ
マ
向
島
一
一
切
石
川
郡
山
島
郷
に

臨
す
る
部
落
。
一
一
ヶ
既
に
村
建
し
て
、
約
一
Y
向
島

-
M

4

一

方
向
島
と
稽
ず
る
。
貿
永
誌
に
、
林
四
郎
左
衛
門
の

屋
敷
跡
が
あ
る
と
記
す
る
。

ム
カ
ヒ
ノ
向
野
能
奨
郡
彼
津
郷
に
邸
し
て
無

家
の
地
で
あ
る
。
前
回
利
常
小
松
在
城
の
時
、
こ
の

地
に
焔
碕
臓
を
置
い
た
。

ム
カ
ヒ
ハ
ラ
向
原
期
羽
咋
郡
見
砂
の
内
の
小
川
子
。

ム
カ
ヒ
号
ト
ヲ
リ
向
本
折
能
奨
都
築
棒
郷
に

八
三
七


